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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 

 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 

先
月
２
９
・
３
０
日
、
大
分

県
別
府
市
で
「
九
州
労
働
弁
護

団
（
会
員
２
０
０
名
）
夏
期
合

宿
・
権
利
討
論
集
会
」
が
、
弁

護
士
・
労
組
・
支
援
者
等
約
９

０
名
の
参
加
の
も
と
開
催
さ
れ

ま
し
た
。 

九
州
労
働
弁
護
団
は
毎
年
学

習
会
を
各
県
持
ち
回
り
で
開
い

て
い
て
、
２
年
前
は
長
崎
で
の

開
催
で
し
た
。 

今
年
の
集
会
に
は
、
郵
政
ユ

ニ
オ
ン
か
ら
も
長
崎
と
福
岡
か

ら
合
わ
せ
て
５
名
が
参
加
し
、

弁
護
団
と
学
習
や
交
流
を
行
な

い
ま
し
た
。 

  

集
会
は
、
地
元
事
務
局
の
玉

木
正
明
弁
護
士
（
大
分
協
同
法

律
事
務
所
）
の
開
会
の
あ
い
さ

つ
後
、
来
賓
と
し
て
、
大
分
県

弁
護
士
会
や
連
合
大
分
・
大
分

県
労
連
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
現
場

の
闘
い
の
報
告
や
、
連
帯
の
挨

拶
を
行
い
ま
し
た 

 

続
い
て
、
私
た
ち
ユ
ニ
オ
ン

の
た
た
か
っ
て
い
る
「
郵
政
２

０
条
裁
判
」
の
主
任
弁
護
を
務

め
て
頂
い
て
い
る
棗
（
な
つ
め
）

一
郎
弁
護
士
（
旬
報
法
律
事
務

所
、
写
真
左
）
が
、「
有
期
契
約

社
員
の
不
合
理
な
労
働
条
件
の

差
別
を
許
さ
な
い
！
〜
労
働
契

約
法
２
０
条
・
高
年
法
に
基
づ

く
均
等
待
遇
を
求
め
る
闘
い
の

広
が
り
〜
」
を
演
題
に
基
調
講

演
を
行
な
い
ま
し
た
。 

 

講
演
で
は
、「
労
働
契
約
法
２

０
条
裁
判
の
現
状
」
と
し
て
、 

１
、
全
て
現
業
の
労
働
者
の

事
件
で
あ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
（
事
務
職
）
は
い
な
い
。
業

務
の
内
容
と
賃
金
（
体
系
）
を

正
社
員
と
比
較
し
や
す
い
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
。 

２
、
全
て
少
数
組
合
の
組
合

員
の
事
件
。
労
働
組
合
に
所
属

し
て
い
な
い
と
安
心
し
て
提
訴

で
き
な
い
（
常
に
雇
止
め
に
合

う
恐
怖
が
あ
る
か
ら
）
と
、
各

事
件
に
共
通
す
る
特
徴
を
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。
次
に
、 

①
東
京
地
下
鉄
・
メ
ト
ロ
コ

マ
ー
ス
事
件 

②
郵
政
２
０
条
東
西
２
事
件 

③
長
澤
運
輸
事
件 

④
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
事

件 

等
、
事
案
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

事
件
の
概
要
・
裁
判
の
進
行
状

況
・
判
決
内
容
の
説
明
を
さ
れ

ま
し
た
。 

特
に
、
一
部
勝
訴
と
な
っ
た

ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
で
は
、

一
審
の
大
津
地
方
裁
判
所
彦
根

支
部
判
決
及
び
、
控
訴
審
の
大

阪
高
裁
判
決
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

両
判
決
の
内
容
と
問
題
点
及
び

本
判
決
の
評
価
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
基
調
講
演
で
は
、
三
分
の 

一
ほ
ど
の
時
間
を
「
郵
政
２
０
条 

裁
判
」
の
報
告
に
当
て
て
頂
き
、 

裁
判
の
概
要
・
進
行
状
況
か
ら
ユ 

ニ
オ
ン
の
紹
介
ま
で
行
っ
て
頂
き
、 

大
変
あ
り
が
た
い
講
演
で
し
た
。 

続
く
質
疑
応
答
の
中
で
、
ユ

ニ
オ
ン
を
代
表
し
て
、
向
井
地

本
副
委
員
長
が
、
事
前
配
布
し

て
い
た
各
種
資
料
（
裁
判
に
立

ち
上
が
っ
た
原
告
の
想
い
を
掲

載
し
た
座
談
会
報
告
や
、
正
社

員
と
期
間
雇
用
社
員
と
の
格
差

一
覧
表
）
を
説
明
し
た
後
、
本

裁
判
を
始
め
た
以
降
、
職
場
で

の
影
響
・
変
化
（
営
業
ノ
ル
マ
・

お
客
様
対
応
へ
の
期
間
雇
用
社

員
へ
の
求
め
ら
れ
方
）
等
と
、

今
年
１
０
月
か
ら
前
倒
し
し
て

導
入
さ
れ
る
「
１
８
条
無
期
転

換
制
度
導
入
」
に
付
随
す
る
「
毒

素
的
」
要
素
な
ど
日
本
郵
政
の

期
間
雇
用
社
員
に
対
す
る
現
状

を
報
告
し
、
今
後
の
支
援
を
お

願
い
し
ま
し
た
。 

集
会
事
務
局
か
ら
も
棗
先
生

の
講
演
に
付
随
す
る
現
場
的
報

告
で
理
解
が
進
み
、
よ
か
っ
た

と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

二
日
目
は
、
日
本
労
働
弁
護

団
本
部
の
竹
村
事
務
局
次
長
・

岡
田
事
務
局
次
長
か
ら
「
平
成

２
７
年
改
正
派
遣
法
に
つ
い

て
」
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

続
い
て
各
地
事
件
報
告
に
お

い
て
九
州
各
地
で
取
り
組
ま
れ

て
い
る
具
体
的
事
件
に
つ
い
て

の
報
告
が
あ
り
、
活
発
な
討
議

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

長
崎
か
ら
は
、
支
部
顧
問
弁

護
士
の
中
川
弁
護
士
よ
り
、
長

崎
県
臨
時
職
員
「
た
ら
い
回
し
」

事
件
・
長
崎
地
裁
１
審
判
決
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
は
短
期
で
雇
用
を
繰
り

か
え
す
手
法
で
、
退
職
金
も
な

く
、
ま
た
社
会
保
険
の
加
入
を

さ
せ
な
か
っ
た
県
を
元
臨
時
職

員
が
訴
え
た
事
件
で
し
た
。 

判
決
は
退
職
金
を
認
め
ず
、

慰
謝
料
も
４
０
万
円
と
い
う
不

当
な
判
決
で
し
た
が
、
県
が
控

訴
し
、
現
在
、
福
岡
高
裁
に
移

っ
て
い
ま
す
。 

中
川
弁
護
士
は
、
こ
う
し
た

公
務
職
場
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

問
題
を
た
た
か
っ
て
い
く
必
要

性
を
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

初
日
夜
の
懇
親
会
で
は
、
各

地
区
ご
と
に
特
徴
豊
か
で
面
白

い
自
己
紹
介
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

昨
年
弁
護
士
登
録
さ
れ
た
ば
か

り
の
若
い
弁
護
士
や
女
性
の
弁

護
士
も
多
く
、
私
た
ち
労
働
者

の
た
め
に
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る

こ
と
に
、
感
激
す
る
と
と
も
に

私
た
ち
が
主
体
的
に
運
動
を
担

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
し
た
。 

集
会
の
感
想
で
す
が
、
国
で

は
こ
の
秋
か
ら
同
一
労
働
同
一

賃
金
の
検
討
を
す
る
一
方
で
、

労
働
の
規
制
緩
和=

解
雇
自
由

問
題
が
労
働
制
度
審
議
会
で
始

ま
る
と
い
う
事
務
局
の
提
起
に
、

た
た
か
い
の
決
意
を
強
く
も
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。 

＊
＊ 

＊
＊ 

＊
＊
＊ 

第
２
０
回
、
８
・
８
平
和
を
考
え

る
長
崎
集
会
。
８
月
８
日
（
月
）

１
８
時
か
ら
。
教
文
会
館
で
す
。

み
ん
な
参
加
し
よ
う
。 
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